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特別ニーズ教育は、国によってその概念や対象が異なっています。

特別ニーズ教育は、ヨーロッパを中心に拡大してきましたが、対象を障害をもつ子ど

もたちだけに限定している国もあれば、外国籍の子どもや家庭での母国語が学校で使わ

れている言語と異なる子どもの教育、薬物問題も含めた非行への対応、貧困、宗教など

様々な教育的ニーズを包含して特別ニーズ教育として制度を考えている国など様々で

す。

それぞれの国や地域の特別ニーズ教育が異なるのは、教育制度や教育の基盤となる社

会状況や文化的背景に差異があるからです。たとえば知識や技能の獲得を柱にした教

育課程が詳細まで定められている国と、内容は比較的緩やかで、むしろ「考える」教育

課程となっている国では、学習結果への「評価」の基準が異なります。つまり、 「学習

上の困難」のとらえ方に違いが現れてくるのです。また、課程主義を採用している国と

年限主義を採用している国では、 「学習の遅れ」に対する支援の制度が異なります。こ

うした教育制度の違いは、その成立過程に各国ごとの事情があることがわかります。た

とえば、母国語や宗教が異なる子どもへの支援を特別ニーズ教育の範嬬に含めている国

では、その国のそれまでの移民政策等をふまえて、少数の言語や宗教を尊重しながら支

援を用意することが教育制度として不可欠な移民政策等の社会背景があるのです。

同様に、私たちが使っている「特別ニーズ教育」や「インクルーシヴ教育」といった

用語は､英語での表記を元にしていますが､各国で使われているそれに対応する用語は、

英語の意味とは異なるニュアンスをもっているのが通常です。

たとえば、 「特別ニーズ教育」をデンマーク語に直訳すれば、 specialbehov

undervisningとなるはずですが、実際にはそうした表現は使われません。従来から使わ

れてきたspecialundervisning(特別教育）という用語が特別ニーズ教育を表す言葉と

して（意味を変えて）そのまま使われていますし、 「インクルーシヴ教育」あるいは

｢インクルージョン」に対して、rummelighedという単語が使われることもありますが、

これも英語圏での意味とは少し概念が異なります。
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